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「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正について 
 
 
 
今般、「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」（平成２４年４月１

１日付け障発０４１１第４号）の一部を別添のとおり改正し、令和３年４月１

日より適用することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機

関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いに当たっては遺漏なきよう期

されたい。 

 


